
Q&A解説

　いよいよストレスチェック制度が始まりまし
た。読者の方々の会社の中には，すでに実施され
た会社もあるかもしれませんが，多くの会社では，
まだいつ実施しようか，どこにお願いしようか等，
様々な疑問を持ち，悩まれているのではないでし
ょうか。
　筆者が代表を務める一般社団法人ウエルフルジ
ャパンには毎日多くのお問い合わせをいただいて
おります。例えば「嘱託産業医が実施者になって
くれない」「いろいろな業者からストレスチェッ
クの営業を受けているがどこが良いのか分からな
い」というような質問が多々見られます。
　そこで，本稿ではそうした質問の中でも，特に
多くいただいた相談や多くの読者の方々も疑問に
思っているであろう点をQ&A形式でまとめ，でき
るだけ分かりやすく解説してみましたので，ぜひ
参考にしていただければと思います。
　ストレスチェックを初めて実施する場合は，準
備を始めてから実施するまでに少なくとも 4ヵ月
は要しますので，まずは実施したい時期を早々に
決めていただき，計画的に必要十分なストレスチ
ェックを実施されることをお勧めします。
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ストレスチェックの点検15項目
～担当者が今踏まえておくべき重点事項の問答集～

Q0 そもそもストレスチェックって何ですか？
Q1 会社が最低限しなくてはいけないことは？
Q2 質問票を選ぶ際に法令遵守のため確認すべき

点は？
Q3 50人以上の事業所で実施しないとどうなり

ますか？
Q4 50人未満の会社は実施しなくても問題あり

ませんか？
Q5 ストレスチェック実施者とは何をする人です

か？
Q6 個人結果通知に医師等実施者の記名・押印は

必要ですか？　
Q7 当社産業医がストレスチェックに関与してく

れないのですが？
Q8 厚労省版無料プログラムを使う際の注意点

は？
Q9 ストレスチェック実施の予算はいくらぐらい

ですか？
Q10 実施すればメンタルヘルス不調者の発生を防

げますか？
Q11 外部委託業者の選定ポイントは？
Q12 事業所の代表者を実施者にしてはいけません

か？
Q13 社員である保健師を実施者にして問題ないで

すか？
Q14 ワンストップでアウトソーシングしたいので

すが？
Q15 受検しない従業員がたくさんいても問題ない

ですか？
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